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●
税
制
措
置

　

認
定
計
画
に
も
と
づ
い
て
取
得
し
た
一
定

の
設
備
や
不
動
産
に
つ
い
て
、
法
人
税
や
不

動
産
取
得
税
の
特
例
。

　

例
え
ば
、
一
定
の
要
件
（
※
１
）
を
満
た

す
機
械
装
置
や
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
導
入
す
る

場
合
、
即
時
償
却
ま
た
は
税
額
控
除
10
％
の

支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

を
記
載
し
ま
す
。
計
画
書
に
は
経
営
力
向
上

の
目
標
を
示
す
指
標
（
労
働
生
産
性
（
※

２
）、
付
加
価
値
額
等
）
を
示
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。

手
続
き
2
：
申
請

　

申
請
は
事
業
者
の
事
業
分
野
の
大
臣
宛
で

す
。
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
製
造
業
の
方
で

あ
れ
ば
経
済
産
業
大
臣
宛
に
関
東
経
済
産
業

局
へ
申
請
し
ま
す
。
申
請
か
ら
認
定
ま
で
は

概
ね
１
か
月
ほ
ど
で
す
。

「
先
端
設
備
導
入
計
画
」

https://w
w
w
.chusho.m

eti.go.jp/keiei/
seisansei/2018/180618seisanseiSentan.pdf

　

中
小
企
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等
が
、
設

備
投
資
を
通
じ
て
労
働
生
産
性
（
※
２
）
の

向
上
を
図
る
た
め
の
計
画
で
す
。
支
援
を
受

け
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
事
業
者
の
所
在

し
て
い
る
市
区
町
村
が
国
か
ら
「
導
入
促
進

計
画
」
の
同
意
を
受
け
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
町
田
市
は
該
当
し
て
い
ま
す
の

で
、
市
内
の
事
業
者
は
支
援
の
対
象
に
な
り

ま
す
。
認
定
さ
れ
た
事
業
者
は
、
税
制
や
資

金
繰
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
税
制
措
置

　

認
定
計
画
に
基
づ
い
て
取
得
し
た
一
定
の

設
備
に
つ
い
て
、
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

が
３
年
間
に
わ
た
っ
て
ゼ
ロ
〜
１
／
２
に
軽

減
（
町
田
市
は
ゼ
ロ
）。
一
定
の
設
備
と
は

経
営
力
向
上
の
た
め
の
生
産
性
向
上
設
備
と

ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
要
件
が
一
部
異
な
り
ま

す
。

●
金
融
支
援

　

計
画
の
実
行
に
あ
た
り
、
民
間
金
融
機
関

か
ら
融
資
を
受
け
る
場
合
、
普
通
保
証
等
と

別
枠
で
の
追
加
保
証
や
保
証
枠
の
拡
大
。

手
続
き
1
：
計
画
書
作
成

　

所
定
の
様
式
に
「
企
業
の
概
要
」、「
経
営

状
況
」、「
取
組
内
容
」、「
将
来
の
展
望
」

を
、
記
載
し
ま
す
。
計
画
の
達
成
目
標
と
し

て
、
一
定
期
間
内
の
労
働
生
産
性
（
※
２
）

の
向
上
を
示
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
2
：
認
定
支
援
機
関
の
確
認
書
取
得

　

申
請
前
に
認
定
支
援
機
関
（
商
工
会
議

所
、
金
融
機
関
等
）
の
確
認
を
受
け
て
、
確

認
書
を
発
行
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
3
：
申
請

　

事
業
者
の
所
在
す
る
市
区
町
村
（
こ
こ
で

は
町
田
市
）
に
申
請
し
ま
す
。
申
請
か
ら
認

定
ま
で
は
概
ね
１
か
月
程
度
で
す
。

注
意
点

● 

支
援
措
置
を
受
け
る
た
め
に
一
定
の
要
件

（
※
1
）が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
商
工
会

議
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

● 

い
ず
れ
の
計
画
も
令
和
３
年
３
月
31
日
ま

で
の
時
限
措
置
で
す
。

● 

計
画
書
に
は
労
働
生
産
性
（
※
２
）
等
の

経
営
指
標
を
計
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
経
営
数
字
に
慣
れ
な
い
事
業
者
の
方

は
商
工
会
議
所
や
金
融
機
関
、
中
小
企
業

診
断
士
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

※
1
： 

詳
細
な
要
件
は
手
引
き
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

※
2
： 

労
働
生
産
性
と
は
労
働
者
１
人
１
時

間
あ
た
り
の
生
産
額
の
こ
と
。
計
画

書
で
は
（
営
業
利
益
＋
人
件
費
＋
減

価
償
却
費
）
÷
（
労
働
者
数
ま
た
は

総
労
働
時
間
）
で
計
算
。

●
金
融
支
援

　

政
策
金
融
公
庫
の
低
利
融
資
（
基
準
金
利

か
ら
0.9
％
の
利
子
補
填
）、
民
間
金
融
機
関

の
融
資
に
対
す
る
信
用
保
証
等
。

●
法
的
支
援

　

事
業
承
継
を
す
る
場
合
、
許
認
可
の
承
継

の
特
例
等
。

手
続
き
1
：
計
画
書
作
成

　

所
定
の
様
式
に
「
企
業
の
概
要
」、「
現
状

認
識
」、「
経
営
力
向
上
の
目
標
と
内
容
」
等

　

設
備
投
資
等
を
行
う
と
き
に
「
補
助
金
」

を
活
用
さ
れ
る
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
補
助
金
以
外
に
、
ご
活
用
い
た

だ
き
た
い
有
効
な
施
策
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

Ａ
４
サ
イ
ズ
で
３
〜
４
ペ
ー
ジ
の
簡
単
な
書

類
で
各
種
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
大
型
の

設
備
投
資
を
計
画
さ
れ
て
い
る
方
に
と
っ
て

は
補
助
金
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
受
け
ら
れ
る

こ
と
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
上
手
に
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

「
経
営
力
向
上
計
画
」

https://w
w
w
.chusho.m

eti.go.jp/
keiei/kyoka/2019/190719tebiki.pdf

　

人
材
育
成
、
コ
ス
ト
管
理
等
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
力
向
上
や
生
産
性
向
上
の
た
め
の
設
備

投
資
な
ど
、
自
社
の
経
営
力
を
向
上
す
る
た

め
の
計
画
を
策
定
し
、
認
定
さ
れ
た
事
業
者

は
、
税
制
や
金
融
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

生産性向上の対象設備

設備の種類 用途又は細目
最低価額

（１台１基又は
ーの取得価額）

販売開始時期

機 械 装 置 全て 160万円以上 10年以内

工 具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内

器 具 備 品 全て 30万円以上 6年以内

建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内

ソフトウエア
設備の稼働状況等に係る
情報収集機能及び分析・
指示機能を有するもの

70万円以上 5年以内

中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き
（中小企業庁）より

対象設備

経営トピックス

町田市経営診断協会  佐々木 浩子（中小企業診断士）

設備投資に有効な中小企業政策
～上手に使えば大きなメリット～

経営に関する最新情報をお届けします！


